
日進市自治基本条例検証シート 

（条例第２７条第２項に規定する条例の遵守について）  

 

課名（企画政策課） 

第２０条（計画的な市政運営） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２０条  

市の執行機関は、この条例に定める基本理念にのっとって総

合計画を定め、総合的かつ計画的な市政の運営を行わなければ

なりません。  

解説  

地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年８月１日施

行）により、市議会の議決を経て総合計画の基本構想を策定す

る義務はなくなりました。しかし、総合計画は市のまちづくり

の最上位の計画で、長期展望に立った総合的、計画的な行政経

営の指針であるため、本条例ではその策定義務を規定していま

す。 

また、市議会で「日進市議会の議決すべき事件を定める条例

（平成２８年４月１日施行）」が制定され、総合計画の基本構

想部分の策定、変更又は廃止に関して市議会の議決を必要とし

ています。 

なお、個別の計画等は、総合計画に基づいて策定します。  

※総合計画とは 

目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための

施策や事業を定める基本計画、事業の年度ごとの進め方を明ら

かにする実施計画により構成されます。  

 

２ 現状 

 平成２３年度から１０年間の長期的なまちづくりの計画である、基本構

想と基本計画から構成される第５次総合計画を策定しています。  

 また、毎年度、基本計画に定めた各分野の施策を実現するため、向こう

３年間に実施する事業をまとめた実施計画を策定しています。  

第５次総合計画の推進にあたっては、副市長をトップに各部長等で構成

する総合計画推進本部や、その下に推進部会を設置し、重点プロジョクト

をはじめとする各種施策の推進を図っております。  

推進部会においては、平成２６年度から、学識経験者にアドバイザーと

して助言をいただき、指標の未達成事業について検証を行うなど、総合計

画の推進を図ってきました。 

 また、平成２８年度からは、３年に１回実施していた市民意識調査を２

年に１回とするなど、各種施策の進捗状況や市民ニーズの把握を行い、業
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務の改善、見直しを進めています。 

さらに今年度からは、次期計画となる第６次総合計画の策定に向けた庁

内体制を構築し、具体的な検証作業等を開始しました。  

 

３ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度  ・市民意識調査を実施  

平成２１年度  ・市民意識調査（まちづくりアンケート）の実施（第５

次総合計画策定用）  

平成２２年度  ・第５次総合計画の策定  

・第１次実施計画の策定  

平成２３年度  ・総合計画推進本部及び部会（推進会議）の設置  

・第２次実施計画の策定  

・市民意識調査の実施  

平成２４年度  ・第３次実施計画の策定  

平成２５年度  ・第４次実施計画の策定  

平成２６年度  ・第５次実施計画の策定  

・市民意識調査の実施  

平成２６年度～  

平成２９年度  

・アドバイザー（学識経験者）による推進会議への参加  

平成２７年度  ・第６次実施計画の策定  

平成２８年度  ・第７次実施計画の策定  

・市民意識調査の実施  

平成２９年度  ・第８次実施計画の策定  

平成３０年度  ・第６次総合計画策定体制の構築  

・市民意識調査の実施  

 

４ 課題 

 市民意識調査では、市政への満足度は上がっているものの、総合計画の

各指標については進捗状況が芳しくない項目もあります。  

指標設定については、第５次総合計画で初めて設定したものであるため、

第６次総合計画における指標や目標値のあり方については、検証が必要と

考えます。  

 

５ 今後の方向性 

今後も、総合計画や実施計画を策定していきます。  

第５次総合計画の期間も平成３２年度であり、残り期間も少なくなって

きたため、不断の見直し、改善による実施事業の一層の事業効果の向上を

目指すなど、引き続き、各種施策・事業の推進を図っていきます。  

また、第６次総合計画の策定作業は、幅広い年代の方々からご意見等を

いただく様々な場や機会を設けながら、計画づくりを進めていく予定です。 



日進市自治基本条例検証シート 

（条例第２７条第２項に規定する条例の遵守について）  

 

課名（企画政策課） 

第２５条（行政評価） 

１ 日進市自治基本条例の規定 

条文  

第２５条  

市の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的に運営する

ため、市民参加のもとに行政評価を実施し、その結果を市政

の運営に反映させていかなければなりません。  

２ 市の執行機関は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公

表しなければなりません。  

解説  

日進市の行政が効率的、効果的に行われているかどうかを評

価する仕組みについて定めています。日進市では、平成１７年

度から行政評価を実施しており、事務事業評価を行い、結果を

公表しています。 

第１項では、市民参加のもとに行政評価を実施し、市政に反

映させていくことを規定しています。なお、平成２３年度から

は外部評価を行っています。 

第２項では、評価を実施するだけではなく、その結果を公表

することを規定しています。行政評価制度は、効率的な行政運

営のためだけでなく、結果を公表することにより、市民への説

明責任を果たすことにもつながります。  

※行政評価とは 

民間の経営手法を行政運営に積極的に取り入れ、行政の効率

性を高めようとする考え方（ＮＰＭ：ニューパブリックマネジ

メント）の手法の一つです。行政が実施する仕事を、「計画（Ｐ

ｌａｎ）－実施（Ｄｏ）－評価（Ｃｈｅｃｋ）－改善（Ａｃｔ

ｉｏｎ）」というマネジメントサイクルでとらえて、一定の基準、

指標に従って客観的に分析、評価し、その結果を今後の行政運

営に反映させるものです。 
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２ 現状 

 行政評価については、毎年度、事務事業評価と外部評価の２種類を実施

し、それぞれの評価結果を公表しています。  

 

【事務事業評価について】 

 平成１７年度から、市民に対する説明責任の実現、事務事業の見直し、

業務改善、職員の意識改革を主な目的として、事務事業評価を開始しまし

た。  

事務事業評価については、制度所管課である企画政策課において、実施

計画のヒアリング時にあわせて各課とヒアリングを行い、指標の設定方法、

評価の理由や成果・課題等に関して綿密な調整を実施しています。そうす

ることで、評価結果を活用した実施計画の策定や予算編成につながり、Ｐ

ＤＣＡサイクルの確立が可能となることで、事業効果の一層の向上や業務

の効率化等を積極的に進めています。  

また、平成２６年度には、外部有識者による全課を対象とした説明会を

開催し、特に、アウトプット・アウトカム指標の見直し作業を行うことで、

各種事業の効果、課題等が、より把握しやすくなるなど、事業の改善、工

夫につながる取り組みを進めています。  

 

【外部評価について】 

平成２３年度から、外部からの視点を事務事業の評価に取り入れ、第三

者的な視点により、評価の透明性や客観性を向上させる仕組みと外部評価

を試行実施しました。平成２５年度からは、本格実施として、附属機関で

あり、学識経験者や公募市民から構成される日進市行政改革推進委員会に

よる外部評価を開始しました。外部評価は、市民にも公開で実施し、委員

からの様々なご意見、ご提言や、また、外部評価での意見を受けた対応に

ついても、ホームページで公表しています。  

さらには、平成２７年度から、事務事業の枠にとらわれない「テーマ型

評価」を行い、総合計画における施策や、第２次経営改革プランに位置付

けられた取組項目など、複数の事務事業を束ねる施策や部横断的な事業等

の評価を実施することで、外部評価による各種施策・事業の見直し、改善

を積極的に進めております。  

 

３ これまでの主な取組（平成 19 年 10 月の条例施行以降） 

時 期  内 容  

平成２０年度 ・事務事業評価の実施及び公表（５２２事業）  

平成２１年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２７７事業）  

※平成２１年度から、評価する事務事業を絞り込んで実施  

平成２２年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２２０事業）  

平成２３年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２００事業）  

・外部評価の実施（５事業）  



平成２４年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２６３事業）  

・外部評価の実施（８事業）  

平成２５年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２５７事業）  

・外部評価の実施（１０事業）  

平成２６年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２５８事業）  

・外部評価を実施（５事業）  

平成２７年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２６５事業）  

・外部評価の実施（２事業及び１テーマ）  

※平成２７年度の外部評価から、事務事業の枠にとらわれな  

いテーマ型評価を実施  

平成２８年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２４８事業）  

・外部評価の実施（１事業及び１テーマ）  

平成２９年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２３６事業）  

・外部評価の実施（１事業及び１テーマ）  

平成３０年度 ・事務事業評価の実施及び公表（２３３事業）  

・外部評価の実施（１事業及び１テーマ）  

 

４ 課題 

 現状、事務事業評価の単位は、実施計画、予算における事業単位と、完

全に１：１：１になっていないため、PDCA サイクルをうまく連動させて

いく上で、実施計画の策定や予算編成に、十分に活用しきれていない面が

あります。  

 

５ 今後の方向性 

 今後も事務事業評価と外部評価を実施していきます。  

今年度、行財政システムを新たに導入することで、平成３１年度予算か

ら、事業単位を再構築いたします。事務事業評価、実施計画、予算の事業

単位を揃えることで、行政評価を最大限活用する実施計画、予算編成につ

なげていく予定です。  

事務事業評価については、平成３２年度公表分（平成３１年度実施分）

から、事業単位が揃うことで、予算執行状況の効率性や、課題や、それに

対応した実施計画、予算までの流れが、市民にとっても、よりわかりやす

くお示しできるようにしていく予定です。  
 

 

 


